
平成２７年６月３０日 

近隣住民の皆さま 

 

国土交通省 中部地方整備局 建政部 計画管理課 

  

   都市部官民境界基本調査のお知らせ 

 

平素、皆様方には国土交通省の実施する事業に対し格別なご理解、ご協力を賜り厚く御

礼申し上げます。 

この度、都市部官民境界基本調査を行うにあたり、委託業者による測量を実施すること

になりました。都市部官民境界基本調査とは人口集中地区、中心市街地など国として重点

的な対応を講ずる必要がある地区において、官民境界（街区の外周位置）についての測量

等を行い、地図の数値化データや図面データを作成し、基礎的情報についての調査を行う

ものです。測量に従事する業者には、【官民境界基本調査】の腕章を着用させ、併せて国

土交通省発行の身分証明書を携帯させておりますので、ご不明・ご不審な点がございまし

たら、下記までご連絡ください。 

この事業を円滑に進めるため、土地所有者及び近隣住民の皆様方におかれましてはご理

解、ご協力をお願い申し上げます。 

 

記 

 

１．作業区域 

熱海市 昭和町、清水町、中央町、銀座町及び東海岸町の各一部地内（裏面参照） 

 

２．作業内容 

道路等の境界調査及び測量 

※ この調査では民地への立入りは致しません。また、土地所有者の方との立会い

は行いません。 

 

３．作業期間 

   平成２７年 ７月 １３日～平成２８年 １月 ２０日 

 

４．お問い合わせ先 

  （現場における作業関係等に関する問い合わせ） 

   ・作業機関（測量・調査等の実施者） 

株式会社フジヤマ 富士営業所  電話 ０５４５－６３－７６００ 

・現場監督補助機関（国土交通省から現場監督を委託された機関） 

  公益社団法人 全国国土調査協会  電話 ０３－３５１９－２４５０ 

（都市部官民境界基本調査に関する一般的な問い合わせ） 

国土交通省 中部地方整備局 建政部 計画管理課 

電話 ０５２－９５３－８５７１（直通） 

熱海市役所 観光建設部 まちづくり課 都市計画室 

電話 ０５５７－８６－６３８２ 



 

 

 






